
川崎市緑地保全・緑化推進法人の指定等に関する要綱 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、都市緑地法(昭和４８年法律第７２号。以下「法」という。)

第６９条第１項の規定に基づく緑地保全・緑化推進法人(以下「推進法人」と

いう。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(推進法人の指定) 

第２条 市長は、川崎市都市緑地施行細則（平成１２年１１月３０日規則第

１２４号）第１１条に基づき、推進法人の指定の申請があったときは、次に

掲げる基準に照らして審査し、適合すると認められるときは法第６９条第１

項の規定に基づき推進法人として指定するものとする。 

（１）特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定す

る特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を

目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを

目的とする会社であること。 

（２）事業執行体制が、法第７０条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うこ

とができること。 

（３）法第７０条各号に掲げる業務を的確かつ円滑に行うために必要な経済的

基礎を有すること。 

２ 市長は、推進法人の指定の決定にあたっては、幅広い視点からの審査を行

うため、第三者機関として審査委員会を設置して意見を聴くことができる。 

(指定の通知及び告示) 

第３条 市長は、前条の規定により推進法人を指定したときは、川崎市緑地保

全・緑化推進法人指定通知書(第１号様式)により申請者に通知し、並びに法

第６９条第２項の規定により当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地

を告示するものとする。 

(名称等の変更の届出) 

第４条 市長は、推進法人が当該指定に係る業務内容及び当該法人の代表者を

変更しようとするときは、あらかじめ、その内容について緑地保全・緑化推

進法人業務等変更届出書(第２号様式)の提出を求めるものとする。 

 (業務報告等) 

第５条 市長は、推進法人に対して毎事業年度の事業開始前に、業務計画書及



び活動予算書を提出するよう求めるものとする。 

２ 市長は、推進法人に対して、毎事業年度の終了後３月以内に、業務活動報

告書及び活動収支計算書を提出するよう求めるものとする。  

 (その他) 

第６条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。 

附 則 

(施行期日) 

1 この要綱は、平成２６年３月３１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年６月１５日から施行する。 



第１号様式（第３条関係） 

川崎市指令  第  号  

（主たる事務所の所在地） 

（法人の名称） 

（代表者氏名） 

  年  月  日付けで申請のあった緑地保全・緑化推進法人の指定につい

ては、都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第６９条第１項の規定により、

次のとおり指定します。 

  年  月  日      

川崎市長      印  

緑地保全・緑化推進法人として行う業務 



第２号様式（第４条関係） 

緑地保全・緑化推進法人業務等変更届出書 

年   月   日  

(あて先) 川 崎 市 長 

申請者 主たる事務所の所在地 

名 称 

代 表 者 の 氏 名           印 

電    話 

緑地保全・緑化推進法人の業務等に関する変更について、次のとおり届け出ます。 

変更事項 

□業務内容 

□法人の代表者 

変更内容 

変更前 変更後 

変更年月日  

別添書類 

□変更する業務に関する業務計画書 

□変更する業務に関する活動収支予算書 

  □その他 


